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矢
吹
町
議
会
基
本
条
例

地
方
分
権
の
進
展
と

　
　
　
自
治
体
の
権
限
拡
大
　
　

　
日
本
国
憲
法
第
92
条
「
地

方
公
共
団
体
の
組
織
及
び
運

営
に
関
す
る
事
項
は
、
地
方

自
治
の
本
旨
に
基
づ
い
て
、

法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。」

に
従
い
定
め
ら
れ
て
い
る

「
地
方
自
治
法
」
の
大
が
か

り
な
改
正
が
1999
年
7
月
に
行

わ
れ
、
2000
年
4
月
1
日
に
施

行
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
機
関

委
任
事
務
は
廃
止
さ
れ
、
国

と
地
方
の
関
係
は
「
上
下
・

主
従
」の
関
係
か
ら「
対
等・

協
力
」の
関
係
へ
と
変
わ
り
、

自
治
体
の
自
己
責
任
と
自
己

決
定
の
範
囲
が
大
き
く
拡
大

し
、
地
方
分
権
の
改
革
が
進

行
し
て
い
ま
す
。

矢吹町議会基本条例
特 集

町民福祉の向上と豊かな町づくりの実現、
公正・透明、開かれた議会を目指して！！平成 27年 4月 1日施行

議会報 167 号（前号）で、お知らせいたしましたとおり、今年３月の定例議会で「矢吹町議会基本条例」

が議員提案により提出・可決され、４月１日より施行されました。

あらためて、この条例について詳しく解説し、制定により何が変わるのか、町民の皆さまにお知らせい

たします。なお、条例の全文と逐条解説（ちくじょうかいせつ＝法律や条例などの条文をひとつひとつ

取り上げ解説したもの）は別刷をご覧ください。

　
こ
の
改
革
は
、
自
治
体
の

二
元
代
表
制
の
一
翼
を
担
う

議
会
の
役
割
と
責
任
も
、
同

時
に
大
き
く
な
る
と
い
う
こ

と
で
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
中
、
地
方
議

会
の
運
営
を
ど
の
よ
う
に
行

う
か
定
め
た
条
例
が
、
北
海

道
栗
山
町
で
全
国
に
先
駆
け

て
制
定
さ
れ
た
こ
と
が
き
っ

か
け
と
な
り
、
全
国
の
自
治

体
で
同
様
の
条
例
が
定
め
ら

れ
、
2014
年
4
月
1
日
時
点
で

は
31.9
％
、
571
の
議
会
で
施
行

さ
れ
て
い
ま
す
。

逐
条
解
説
の
目
次
に
は

・
議
会
及
び
議
員
の
活
動

　

原
則

・
町
民
と
議
会
と
の
関
係

・
議
会
及
び
議
員
と
町
長
等

　
と
の
関
係

・
議
員
の
政
治
倫
理
、
身
分

　
及
び
待
遇

等
々
、
様
々
な
項
目
が
並
ん

で
い
る
こ
と
か
ら
、
議
会
基

本
条
例
は
、
議
会
お
よ
び
議

員
が
守
る
べ
き
こ
と
が
書
か

れ
た
憲
法
の
よ
う
な
も
の
と

解
り
ま
す
。　

　
し
か
し
制
定
を
し
て
も
、

実
行
し
な
く
て
は
意
味
が
あ

り
ま
せ
ん
。
関
連
す
る
規
定

や
条
例
の
改
正
を
迅
速
に
行

い
、
状
況
の
変
化
に
応
じ
た

不
断
の
見
直
し
を
進
め
て
行

き
ま
す
。

　
私
た
ち
の
矢
吹
町
議
会
に

お
い
て
も
、
全
議
員
を
委
員

と
す
る
議
会
活
性
化
等
調
査

特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
先

進
自
治
体
の
調
査
や
議
会
報

告
会
で
の
意
見
聴
き
取
り
な

ど
を
へ
て
、
条
例
案
の
検
討

を
重
ね
た
結
果
、
議
会
と
議

員
の
役
割
と
活
動
の
指
針
を

明
確
に
し
、
町
民
福
祉
の
向

上
と
豊
か
な
町
づ
く
り
の
実

現
に
向
け
、
公
正
で
透
明
、

開
か
れ
た
議
会
を
構
築
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
矢
吹
町

議
会
基
本
条
例
を
制
定
し
ま

し
た
。

議
会
基
本
条
例
制
定

　
　
　
　
　
　

全
国
に
拡
大　
　
　

議
会
改
革
は
条
例
制
定

　

だ
け
で
は
終
わ
ら
な
い
！

矢
吹
町
議
会
で
の

　
　

条
例
制
定
へ
の
道
の
り

地方
対等・協力

国

豊な町 福祉
向上


